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Ⅱ 整備基準と解説 
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８ マニュアルの見方 
このマニュアルでは、設計者のわかりやすい手引きとなるように、1 つの整備項目に対し、次の構成によ

り整備例の紹介を交えながら見開きで解説しています(一部の項目を除く)。実際の設計では建物等の敷地の
立地条件を考慮し、建築主や設計者の工夫で「整備基準」に「整備が期待される事項」や「望ましい事項」
等をうまく組み合わせて、誰もが利用しやすい施設づくりを図ることを目指してください。 
 
■基本的な考え方 

整備の対象となる施設および箇所を表しています。 
 
■整備項目 

整備項目について、基本的な考え方を簡潔にまとめてあります。 
 
■整備基準 

札幌市福祉のまちづくり条例施行規則を基に、整備基準を掲載しています。(原文の記載順を一部入れ替え
てあります。 
 
■望ましい整備 

条例では規定されていないものの、整備の際に配慮することが望ましい整備内容について示しています。 
 
■図表・イラストによる解説 

整備基準を取り入れた整備例をイラストなどを使って説明しています。イラストは大項目、小項目で構成
されており、大項目は■で、小項目は■で表示しています。図中の●は整備基準（整備基準の解説で求めて
いる内容含む）です。 
 
■解説 

整備の意味、目的を説明しています。 
 
■利用者の声 

市がこれまでに蓄積したバリアフリーチェック等における障がい当事者の意見を掲載しています。 
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■手すりの寸法表記 
 ・垂直（縦）手すりは、手すり芯（中心）からの寸法とする。 
 ・水平（横）手すりの高さを決めるときは、手すり上端の寸法とする。 
 ・現場打合せ時は、手すり上端、または芯の寸法を明記する。 
 ※ 記載されている寸法は参考値です。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この施設整備マニュアルでは、札幌市の障害をお持ちの方の表記に従い「障がいのある方、」「障がい

者」としていますが、法令等において「障害者」と表記されている場合、そのまま引用していますので、
ご了承ください。  

例・視覚障害者利用円滑化経路  
・視覚障害者誘導用ブロック 
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９ 建築物 
(1) Ａ 障害者、高齢者等が円滑に利用できる経路（以下｢利用円滑化経路｣という。） 

B 視覚障害者が円滑に利用できる経路（以下｢視覚障害者利用円滑化経路｣という。） 

 廊下や傾斜路といった個別の箇所の整備（「点」の整備）だけでなく、道等から建築物内の目的地までの
経路に着目した連続的な整備（「線」の整備）が必要である。また、不特定多数の人が利用する施設や視覚
障がい者の利用が想定される施設では、道から建築物まで視覚障がい者を安全に誘導する必要がある。 

整備項目 整備基準 解  説 
A 利用円滑化経路

の定義 
(規則別表 21 建築
物の表 7 の項第 1
号) 

次の場合には、それぞれの経路の内 1 以上を利用円滑化経路とす
る。 

 

ア 建築物に利用居室（※）を設ける場合 
 ⇒ 道等から利用居室までの経路 
  ※利用居室 

 

    ① 施設管理者やその従業員の専用スペースを除いた、教
育・娯楽・医療・集会・購買・宿泊・入浴・執務等の目的
のために、多数の者が利用し、又は主に障がい者、高齢者
等が利用する室のこと 

具体的には以下を対象に含む 
・コンビニや店舗の回遊型の

売り場 
・教室、集会室 
・診察室 
・ショッピングモールの各テ

ナントの場合は出入口と主
要な通路 

    ② 当該室が地上階又はその直上階若しくは直下階のみにあ
る建築物の場合、地上階にある室のみを利用居室とする
（ただし、当該室が不特定多数の者が利用し、又は主に障
がい者、高齢者等が利用するものである場合は、すべての
階のものを利用居室とする） 

 特定多数の者が利用する
2 階建ての保育所や認定こ
ども園、学校等は EV 設置
を免除できるが、不特定多
数の者が利用する施設、主
に障がい者、高齢者等が利
用する施設については、２
層であっても EV 設置が求
められる。 

 イ 共同住宅・寄宿舎・下宿等の住戸又は住室（住戸等）を設ける
場合 

 ⇒ 道等から住戸等までの経路 
  住戸等が地上階又はその直上階若しくは直下階のみにある場

合、地上階にある住戸等までの経路とする。ただし、住戸等が主
に障がい者、高齢者等が利用するものである場合は、すべての階
にある住戸等までの経路とする。 

 

 ウ 建築物又はその敷地に車いす使用者用便房を設ける場合 
 ⇒ 利用居室（建築物に利用居室が設けられていないときは、道

等。エにおいて同じ。）から当該車いす使用者用便房までの経
路 

 

 エ 建築物又はその敷地に車いす使用者用駐車施設を設ける場合 
 ⇒ 当該車いす使用者用駐車施設から利用居室又は住戸等までの

経路 
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■利用円滑化経路 
※着色は、道等からの経路の整備が必要な利用居室がある階を示している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■道等から経路の整備が必要な利用居室 
 〇利用居室あり ✕利用居室なし 
 ※着色階は、道等からの経路の整備が必要な利用居室がある階を示している。 
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整備項目 整備基準 解  説 
B 視覚障害者利

用円滑化経路の
定義 

(規則別表 21 建築
物の表 8 の項 
第 1 号、第 2 号) 

(1) 建築物又はその敷地に当該建築物の案内所又は案内板その他案
内設備（以下「案内所等」という。）を設ける場合、道等から案
内所等までの経路（不特定多数の者や主に視覚障がい者が利用す
る経路に限る。）の 1 以上、視覚障害者利用円滑化とする。ただ
し、次の経路の場合を除く。 

 ア 道等から主として自動車の駐車の用に供する施設までの経路 
 イ 建築物内にある当該建築物の管理者や従業員が常駐する案内

所等から外部出入り口を容易に視認でき、かつ、道等から当該
出入り口までの経路がｐ80（「２ 敷地内の通路」の(3)「視覚
障害者利用円滑化経路上の敷地内の通路」の整備がなされた経
路 

運転手等の視覚障がい者以外
の者が必ず同行することが見込
まれる用途の建築物を除く。
（例:ガソリンスタンド等） 

道から案内所等まで（案内所
等を設けない場合は外部出入口
まで）の経路を、視覚障害者誘
導用ブロック（線状ブロック）
や音声で誘導し、経路上にある
階段や傾斜路等の存在を視覚障
害者誘導用ブロック（点状ブロ
ック）等で警告しなければなら
ない。 

(2) 建築物又はその敷地に当該建築物の案内所等を設けない場合に
は、道等から当該建築物の外部出入口までの経路（不特定多数の
者や主に視覚障がい者が利用する経路に限る。）のうち 1 以上
を、視覚障害者利用円滑化経路とする。ただし、道等から当該建
築物の外部出入口までの経路が上記(1)アに定めるものを除く。 

 具体的な整備内容については
ｐ80（「２ 敷地内の通路」）
ｐ84（「４ 廊下その他これに
類するもの」）を参照。 
 (1)アの「自動車の駐車の用
に供する施設」とは自動車車庫
や立体駐車場等を指し、このよ
うな施設の整備を除外している
のは、運転手など介助者の同行
が見込まれるからである。 

 
■道から案内所等を設けた場合 
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■道から案内所等を設けない場合 
整備例―１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
整備例―２ 
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(2)敷地内の通路 

道等から建築物の出入口までを結ぶ敷地内の通路は、障がい者や高齢者等すべての人が円滑かつ安全に利
用できるように配慮し、できる限り健常者と同じような経路で建築物に到達できるように配慮する。 

整備項目 整備基準 解  説 望ましい整備 
(1)敷地内の通路の

一般基準 
（規則別表 21 建築

物の表 5 の項） 

多数の者が利用し、又は主に障がい者、高齢者等
が利用する敷地内の通路は、次の構造とする。 

外部出入口（P
〇）から建物内部の
通路は「廊下等」
（P〇）が適用とな
る。 

 

表面の仕上げ ア 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材
料で仕上げる。 

 ・主たる出入口に接す
る部分には、屋根・
ひさし又はロードヒ
ーティングなどの消
融雪装置を設ける。 

・ 外階段の手すり 
は、階段下の踊り場 
まで設置する。 

段の構造 イ 段（踊場を含む。）を設ける場合は、ｐ92
（７  「階段」）の(1)ア、イ、エ、オ、ク及び
ケに定めるものとする。 

 

傾斜路の構造 ウ 傾斜路を設ける場合には、次の構造とする。 
（ア）次の部分の両側に手すりを設置し、その他

の部分には必要に応じて手すりを設置する。 
・こう配が 1/12 を超える傾斜 
・高さが 16cm を超え、かつ、こう配が

1/20 を超える傾斜 

「傾斜」とはこう配
がある部分のみを、
「傾斜路」とはこう配
がある部分と踊場部分
の全てを指す。 

勾配 1/50 を超える
傾斜を対象とする。 

傾斜路の下端は、
車通行路と交差させ
ない。 

 

・ひさし又はロードヒ
ーティングなどの消
融雪装置を設置す
る。 

 

 （イ）ｐ86（５ 「傾斜路」）（1）イ、エ、力
及びキに定めるものとすること。 

 「その他の部分」と
は、 
・こう配 1/12 以下

の傾斜 
・傾斜路の踊場 

などを指す。 
網目タイプの溝ふた

にあっては、ピッチ
1.5 ㎝以下、隙間 1 ㎝
以下とする。 

 

排水溝 エ 排水溝を設ける場合は、杖の脱落や車いすの脱
輪等を防止する構造の溝ぶたを設ける。 

その他   ・屋外の通路の⾧さ
が 50ｍを大きく超
える場合には、50
ｍ程度の間隔で休
憩用ベンチを設置
する。また、ベン
チの隣には、車い
す同伴、補助犬随
伴を考慮して
150cm×150cｍの 
スペースを設け
る。 
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整備項目 整備基準 解  説 望ましい整備 
(2)－１  利用円滑化経

路上の敷地内の通路 
(規則別表 21 建
築物の表 7 の項
第 2 号ア及びカ) 

 

ア 利用円滑化経路を構成する敷地内通路上には、
階段又は段を設けない。ただし、傾斜路又はエレ
ベーターその他の昇降機を併設する場合を除く。 

 
 
 

原則として、歩行
者と車の動線を分離
する。 

・歩道と敷地の境界
は平坦にする。 

・通路と車路が接す
る箇所には、歩行
者の安全確保のた
め、安全柵を設け
る。 イ 利用円滑化経路を構成する敷地内の通路は、(1)

の構造のほか、次の構造とする。 
 

通路の幅 （ア）幅は 140cm 以上（不特定多数の者が利用
し、又は主に障がい者、高齢者等が利用する
ものにあっては 180cm 以上）とする。 
ただし、床面積の合計が 500 ㎡未満の建築 

物にあっては、90cm 以上とすること。 

 180cm は、車いす
同士がすれ違える幅
である。 

戸の構造 （イ）戸を設ける場合には、p82（３ 「出入口
の構造」）イ及びウに定めるものとする。 

 

傾斜路の構造 （ウ）傾斜路を設ける場合は、次の構造とする。 
ａ 幅は、段に代わるものは 140cm 以上（不

特定多数の者が利用し、又は主に障がい者、
高齢者等が利用するものは 180cm 以上）、
段を併設するものは 90cm 以上とするこ
と。ただし、床面積の合計が 500 ㎡未満の
建築物にあっては、90cm 以上とすること。 

  

 ｂ こう配は 1/20 以下（消融雪装置を設け
るなど車いす使用者が利用しやすい措置
を講じたものは 1/12 以下）とする。 

1/20 のこう配は、
冬期間における車いす
昇降時のスリップ(滑
り)等を考慮したもの
で、圧雪状態では、こ
う配が 1/20 を超える
とスリップを起こしや
すい。 

・消融雪装置を設け
る場合は、1/15 以
下とする。 

 Ｃ 高さが 50cm を超えるものにあって
は、高さ 50cm 以内ごとに踏幅が 150cm
以上の踊場を設けること。 

 車いす使用者が休憩
又は加(減)速できるよ
うな平坦な部分を設置
する必要がある。 

 

(2)－２ 特殊な地形
の場合の敷地内通
路の整備 
(規則別表 21 建
築物の表 7 の項
第３号) 

道等から利用居室まで又は住戸等までの利用円滑
化経路を構成する敷地内の通路が、地形の特殊性に
より(2)－１の整備が困難である場合は、建築物の
車寄せから利用居室又は住戸等までの経路の１以上
を利用円滑化経路として整備する。 

 地形の特殊性とは、
地形自体が急こう配で
あり傾斜路の基準を満
たせない場合などをい
う。この場合は、建築
物の車寄せから利用居
室までを利用円滑化経
路とする。 
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■敷地内の通路の構造 
■多数の者が利用し、又主に障がい者、高齢者等が利用する敷地内の通路 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
■利用円滑化経路上の敷地内の通路 
 
 

 

  

《利用者の声》 
・傾斜が基準以下でも移動

距離が長い（昇降高さが

高い）場合は、昇降機を
設けるなど配慮してほし
いです。 
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整備項目 整備基準 解  説 望ましい整備 
(3)視覚障害者利用

円滑化経路上の
敷地内の通路 
(規則別表 21 建
築物の表８の項) 

 

視覚障害者利用円滑化経路を構成する敷地内の通
路は、次の構造とする。 

「視覚障害者利用
円滑化経路」は、ｐ
〇参照。インターホ
ン等の設備が建物の
外部に設置されてい
る場合は、そこまで
の経路とする。 

線状ブロック、音
声誘導装置等により
誘導する。 

 

誘導の方法 ア 視覚障害者誘導用ブロックや音声誘導その他の
方法により、視覚障がい者を誘導する設備を設け
ること。 

・線状ブロックは、通
路の真ん中より少し
端に寄せる。 

危険個所の警告 イ 視覚障害者利用円滑化経路を構成する敷地内の
通路のうち、次の部分には視覚障害者誘導用ブロ
ックを敷設すること。 

（ア）車路に近接する部分 
（イ）段がある部分の上端及び下端又は傾斜がある

部分の上端に近接する部分（こう配 1/20 以
下の傾斜部分、高さ 16cm 以下でこう配
1/12 以下の傾斜部分、段がある部分又は傾
斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場
を除く。） 

警告ブロックによ
り、危険箇所を警告
する。 

 

回り段の禁止 ウ 視覚障害者利用円滑化経路上に回り段を設けな
いこと。 

回り段は、踏面が
内側と外側で異な
り、回転動作と昇降
動作が同時に発生す
るため、視覚障がい
者が方向感覚を失い
やすく、段を踏み外
す危険がある。 
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■視覚障害者利用円滑化経路上の敷地内の通路 
（歩道から外部出入口までの誘導、車路に接する部分の整備例） 
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(3)出入口の構造（利用円滑化経路上に設置されているものに限る。） 

障がい者、高齢者に代表される移動制約者が支障なく施設内の部屋に出入できるように、幅の確保、開閉
の容易さ及び段差の解消などが必要である。 

整備項目 整備基準 解  説 望ましい整備 
利用円滑化経路上
の出入口の構造 
(規則別表 21 建築
物の表７の項第２
号イ) 

利用円滑化経路上にある出入口（直
接客室又は住戸等へ通ずるものを除
く。)は、次の構造とする。 

 車いす使用者用便房の出入
口にも適用される。 
  

・外部出入口には、屋根やひ
さしをかける。 

・玄関ホールには、車いすを
常設する。 

・上履きに履き替える場合
は、ベンチ等を設ける。 

出入口幅 ア 外部出入口の幅は内のりを 90cm
以上（床面積の合計が 500 ㎡未満の
建築物にあっては、80cm 以上）と
し、外部出入口以外の出入口の幅は
内のりを 80cm 以上とすること。 

 「内のり 90cm」とは車い
すが通過しやすい寸法、
「内のり 80cm」とは車い
すが通過できる寸法であ
る。 

・外部出入口の幅は 120cm
以上、それ以外の出入口の
幅は 90cm 以上とする。 

戸の構造 イ 戸を設ける場合には、自動ドアそ
の他の車いす使用者が容易に開閉し
て通過できる構造とし、かつ、その
前後に高低差がないこと。 

車いす使用者、視覚障がい
者等が通過しにくい回転扉等
としないことを求めているも
のである。一般的に自動ド
ア、引き戸、開き戸の順に使
用が容易であるが、重い引き
戸や開き戸、開閉のためのス
ペースのない開き戸や回転扉
は使用が難しく、避けるべき
である。回転扉等を設ける場
合には、それ以外の形式の戸
を併設する。 

開き戸及び引き戸の取っ手
側には 45cm 以上の袖壁を
設ける。 

「その前後に高低差がな
い」ということは、戸の前後
に車いすの待機や戸の開閉に
必要な水平なスペースを確保
することであり、有効寸法と
して、自動扉及び引き戸の場
合は 150 ㎝以上、開き戸の
場合は建具幅＋150 ㎝以上
が原則として必要となる。 

・取っ手は使用しやすく、握
りやすい形状とし、高さ
90cm 程度とする。 

 
・廊下に面した外開きの戸に

ついて、通行の支障になら
ないようにアルコーブを設
ける。 

 ウ ガラス戸とするときは、安全な材
種を使用すること。全面をガラスと
するときは、視覚障がい者の衝突を
防止するための措置を講ずること。 

 安全な材種とは、合わせガ
ラス、強化ガラスである。 
 
 全面をガラスにする場合
は、視覚障がい者の衝突防止
のため、目の高さに色や模様
で識別できるような措置（衝
突防止マークなど）を採る。 

目の高さ（110cm～
150cm）にステッカー 

・ガラス戸の場合、床上
35cm 程度までは車いすフ
ットサポート当たり（キッ
クプレート）を設置する。 

・固定部の全面ガラスにつ 
いても、安全な材種とす 
る。 

・FIX ガラスについても、安
全な材種とするとともに、
視覚障がい者の衝突を防止
するための措置を講ずるこ
と。 
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■出入口の構造 
■出入口の幅の例                     ■把手の例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■開き戸の例                         
 
 
 
 
 
 
 
■アルコーブの例       ■引き戸の例       ■段差解消の例 
 
 
 
 
 
 
 
■外部出入口の整備例                 ■内部出入口の整備例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



96 

 

(4)廊下その他これに類するもの（以下「廊下等」という。） 

廊下等は、建築物内を障がい者、高齢者等すべての人が安全に移動できる通路として、車いす使用者に配
慮した段差の解消や、視覚障がい者に配慮した誘導等を行うことなどが必要である。 

整備項目 整備基準 解  説 望ましい整備 
(1)廊下の一般基準 

(規則別表 21 建築
物の表１の項) 

多数の者が利用し、又は主に障がい者、
高齢者等が利用する廊下等は、次の構造と
する。 

外部出入口（P〇）から建物
内部の通路は「廊下等」（P
〇）が適用となる。 

 

表面の仕上げ ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材
料で仕上げる。 

   

視覚障害者誘導用ブロ
ックの敷設 

イ 階段の上端及び下端又は傾斜路の上端
に接する廊下等の部分（不特定多数の者
が利用し、又は主に視覚障がい者が利用
するものに限る。）には、視覚障害者誘
導用ブロックを敷設すること。ただし、
次の部分を除く。 

不特定多数の人が利用し、又は
主に視覚障がい者が利用する施設
にあっては、視覚障がい者の安全
な利用に配慮し、階段や傾斜路に
接する廊下に視覚障害者誘導用ブ
ロック(点状ブロック)を設け、警
告することが必要である。 

 

(視覚障害者誘導用ブ
ロックの敷設の緩和) 

(ア) こう配が 1/20 以下の傾斜があ
る部分の上端に接する廊下等 

(イ) 高さが 16cm 以下で、かつ、こ
う配が 1/12 以下の傾斜がある部
分の上端に接する廊下等 

(ウ) 主として自動車の駐車の用に供
する施設に設ける廊下等 

(ウ)で敷設を免除しているの
は、運転手等の視覚障がい者以
外の者が必ず同行することが見
込まれるためである。 
 

 

壁面の措置 ウ 壁面には、原則として突出物を設けな
いこととし、やむを得ず設ける場合に
は、視覚障がい者の通行の安全上支障が
生じないよう必要な措置を講ずること。 

広告板等の腰から上の突出物
は、視覚障がい者が感知できな
いことから、空中に突出物を設
けない 

 

手すりの設置 エ 必要に応じ、手すりを設けること。 
オ 手すりを設ける場合には、端部が突出

しない構造とし、不特定多数の者や主に
視覚障がい者が利用するものについて
は、必要に応じ、端部付近や必要な箇所
に誘導のための点字表示を行うこと。 

「必要に応じ」とは、廊下の
距離が⾧い、高齢者、障がい者
の利用に際し誘導、身体の支
持、動作の補助、安全確保のた
めに他の設備と組み合わせた内
容に応じて適切に設けることを
指す。 

手すりの設置する際は、衝突
時の距離の⾧い廊下などは、手
すりを設置するなど配慮が必要
である。その際は、衝突時の怪
我の防止や、手すりの終了など
を知らせるため、壁側に巻き込
むなどの措置を採る。 

不特定多数と視覚障がい者が利
用する施設である場合は、手すり
が誘導する方向等を点字により表
示するなど配慮すること。 

 

その他   ・休憩用設備を 
設ける 

(2)利用円滑化経路上
の廊下の構造 

  (規則別表 21 建築
物の表第７項第２
号ア) 

（規則別表 21 建築物
の表第７項第２号
ウ） 

ア 利用円滑化経路上に階段又は段を設け
ないこと。ただし、傾斜路又はエレベー
ターその他の昇降機を併設する場合を除
く。 

イ 利用円滑化経路を構成する廊下等は、
(1)の構造のほか、次の構造とする。 
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整備項目 整備基準 解  説 望ましい整備 
廊下幅 (ア) 幅は内のりを 140cm 以上（床面積

の合計が 500 ㎡未満の建築物にあっ
ては、90cm 以上）とすること。ただ
し、廊下等の末端の付近に、及び区間
50m 以内ごとに車いすの転回に支障
がない場所を設けるものにあって
は、120cm以上（床面積の合計が500
㎡未満の建築物にあっては、90cm 以
上）とすること。 

奥行き 100 ㎝以内のアルコー
ブについてはこの限りでない。 

｢内のり 140cm」とは、車いす
が方向転換できる寸法、｢内のり
120cm」とは、車いすと横向き
の人がすれ違え、車いす、松葉杖
使用者が円滑に通過できる寸法で
ある。 

・幅 180cm 以上と
する。 

 
・「廊下等の末端 

の付近」とは、10 
ｍ程度を指す。 

戸の構造 (イ) 戸を設ける場合には、ｐ82（３
「出入口の構造」）(2)イ及びウの
構造とする。 

  

(3)視覚障害者利用円
滑化経路上の廊下 
(規則別表 21 建築
物の表８の項) 
誘導の方法 

視覚障害者利用円滑化経路を構成する廊
下は、次の構造とする。 
ア 視覚障害者誘導用ブロックや音声誘導

その他の方法により、視覚障がい者を誘
導する設備を設けること。 

 「視覚障害者利用円滑化経
路」はｐ76 参照。 
 

 

   
■廊下の構造 
■多数の者が利用し、又は主に障がい者、高齢者等が利用する廊下 
 
■視覚障がい者に危険な突出物の例       ■手すり端部の処理 
 
 
 
 
 
 
 
■車いすフットサポート当たりの設置例 
 
 
 
 
 
■利用円滑化経路上の廊下 
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(5)傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。） 

廊下等に高低差が生じる場合は、傾斜路によって段差を解消する。 
整備項目 整備基準 解  説 望ましい整備 

(1)傾斜路一般基準 
(規則別表 21 建築
物の表３の項) 

多数の者が利用し、又は主に障が
い者、高齢者等が利用する傾斜路
は、次の構造とする。 

勾配 1/50 を超える傾斜
を対象とする。 
 

 

手すりの設置 ア 次の部分の両側に手すりを設置
し、その他の部分には必要に応じ
て手すりを設置する。 
・ こう配が1/12 を超える傾斜部分 
・ 高さが 16cm を超える傾斜部分 

幅は手すりの内法寸法と
する。 

手すりは、利き手や片側
にまひがある人などを考慮
し、傾斜部分の両側に設置
しなければならない。 

・傾斜部分と踊場に連続して
設置する。 

・その他、手すりの望ましい
整備は、「７ 階段」(ｐ
92)の手すりの設置の項を参
照。  イ 手すりを設ける場合には、端部

が突出しない構造とし、不特定多
数の者が利用し、又は主に視覚障
がい者が利用するものについて
は、必要に応じ、端部付近や必要
な箇所に誘導のための点字表示を
行うこと。 

不特定多数と視覚障がい
者が利用する施設である場
合は、手すりが誘導する方
向等を点字により表示する
など配慮すること。 

手すりが設けられた場合
は、手すりの幅 10cm ま
では、ないものとみなす。 

表面の仕上げ ウ 表面は、粗面とし、又は滑りに
くい材料で仕上げる。 

   

傾斜の識別 エ 傾斜部分は、その前後の水平部
分との色の明度の差を大きくする
等その存在を容易に識別できるも
のとすること。 

弱視者などの視覚障がい 
者の安全な利用に配慮す
る。 

 

・傾斜路部分について、床と
壁の色の明度、色相又は彩
度の差を大きくするなど識
別しやすいものとするこ
と。 

視覚障害者誘導用ブ
ロックの敷設 

オ 傾斜部分の上端に接する踊場の
部分（不特定多数の者が利用し、
又は主に視覚障がい者が利用する
ものに限る。)には、視覚障害者
誘導用ブロックを敷設すること。
ただし、次の場合を除く。 

傾斜の上端に点状ブロッ
クを敷設し、警告すること
が必要である。 
 

 

 (ア) ｐ84(「４ 廊下その他こ
れに類するもの」)(1)イ
(ア)から(ウ)までに定める
もの 

(イ) 傾斜がある部分と連続し
て手すりを設けるもの 

  

始終端部、縁端の構
造 

カ 傾斜部分の始終端部や傾斜路の
曲がり角、折り返し、他の通路と
の交差部には、踏幅 150cm 以上
の水平部分を設けること。 

  

 キ 縁端には、壁又は車いすの脱輪
その他の事故を防止するために必
要な立ち上がりを設けること。 

車いすの脱輪や杖の脱落
を防止するためには、５
cm 以上の立ち上がりを設
けること。 

 

・5cm 程度では、傾斜路を 
下る際に、車いすのフット 
サポートが立ち上がりに乗
り上げ、急停止・転倒する
危険性が指摘されているこ
とから、手すりを設ける
か、手すり等がない場合に
は、35cm 以上の立ち上が
りを設ける。 
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整備項目 整備基準 解  説 望ましい整備 
(2)利用円滑化経路上

の傾斜路の構造 
  (規則別表 21 建築

物の表７の項第
２号エ) 

利用円滑化経路上の傾斜路は、
(1)のほか、次の構造とする。 

  

傾斜の幅 ア 幅は、階段に代わるものは内のり
を 140cm 以上（床面積の合計が
500 ㎡未満の建築物にあっては、
90cm 以上）、（ｐ84（「４ 廊下」）
(2)イ(ア)ただし書に該当する廊下
等へ接続するものは 120cm 以上
（床面積の合計が 500 ㎡未満の建
築物にあっては、90cm 以上）とし、
階段に併設するものは 90cm 以上
とすること。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
傾斜路が⾧く(こう配

1/12 で 9m)なる場合、途
中で車いす使用者が休憩又
は加(減)速できるような平
坦な部分を設置する必要が
あることから設けられたも
のである。 

 

・建築物内部では、国際シ 
ンボルマーク掲示のための 
基準である 1/12 を基本こ 
う配としている。 

・幅は、階段に代わるものは
150cm 以上、階段に併設す
るものは 130cm 以上にす
る。 

こう配 イ こう配は 1/12 以下とするこ
と。 

・利用円滑化経路以外でも、
こう配は 1/12 を超えない
ようにする。 

 
 
 
 
 
 
 
 

踊場の設置 ウ 高さが 75cm を超える傾斜路
は、高さ 75cm 以内ごとに踏幅が
150cm 以上の踊場を設けること。 

・利用円滑化経路以外でも、
高さが 75cm を超えるもの
では、高さ 75cm 以内ごと
に踏幅が 150cm 以上の踊
場を設ける。 
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■傾斜路の構造 
■多数の者が利用し、又は主に障がい者、高齢者等が利用する傾斜路 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■利用円滑化経路上の傾斜路 
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(6)利用円滑化経路上のエレベーター 

エレベーターは障がい者、高齢者にとって、垂直移動手段として最も有効なものである。したがって、かご
及び乗降ロビーの構造は車いす使用者や視覚障がい者が円滑に利用できるように配慮することが必要である。 
 
(規則別表 21 建築物の表 7 の項第 2 号オ) 
① 床面積 2,000 ㎡以上の建築物に設けるエレベーター(学校、共同住宅に設けるものを除く。)  
② 床面積 2,000 ㎡以上の学校、共同住宅に設けるエレベーター  
③ 床面積 2,000 ㎡未満の建築物に設けるエレベーター(学校、共同住宅に設けるものを除く。) 
④ 床面積 2,000 ㎡未満の学校、共同住宅に設けるエレベーター 

構  造 必要項目 解  説 望ましい整備 ①②③④
かごの大きさ 
A かごの床面積は 1.83 ㎡以上とする

こと。 
●    

車いす使用者が前進で乗り込
み、かごの中で転回し前進で降
りられることが基本である。 

・床面積 2.09 ㎡以上とする。 

B かごは車いすの転回に支障がない構
造とすること。 ●    

支障のない構造とは、間口
140cm×奥行き 135cm 以上と
する。 

①、③についてはP90 参照。 
間口 140cm 以上とする。 

・②、④は、奥行きを 135cm 以上と 
する。 

停止階 
C かごは、利用居室、住戸等、車いす使

用者用便房又は車いす使用者用駐車施設
がある階及び地上階に停止すること。 

● ● ● ● 

エレベーターその他の昇降
機の付近には、エレベーター
その他の昇降機があることを
案内表示する。 

 

出入口幅 
D かご及び昇降路の出入口の幅は、内

のりを 80cm 以上とすること。 
● ● ● ● 

内のり 80cm とは、車いす
が通過できる寸法である。 
 

・幅 90cm 以上とする。 
・扉は、車いす用操作盤に連動して

開閉時間が延⾧されるものなど配
慮すること。 

かごの奥行き 
E かごの奥行きは、内のりを 135cm

以上とすること。 ● ●   

かごの奥行き 135cm と
は、JIS の 11 人乗りの奥行
き寸法で、電動車いすも収ま
る大きさである。 

③、④についても奥行きを
135cm とする。 

 

乗降ロビーの大きさ 
F 乗降ロビーは高低差がないものと

し、その幅及び奥行きは内のりを
150cm 以上とすること。 

● ● ● ● 

 ・幅及び奥行きを 180cm 以上とす
る。 

車いす使用者用の制御装置 
G かご内及び乗降ロビーには、車いす

使用者が利用しやすい位置に制御装置
を設けること。 

● ● ● ● 

制御装置は高さ 100 ㎝程度
の位置に設け、かつ、手すり
よりも高い位置とすること。 

 

・かご内の緊急呼出しボタンやイン
ターホンは車いす使用者の手の届
く位置に設置する。 

表示装置 
H かご内には、停止予定階及びかごの

現在位置を表示する装置を設けるこ
と。 

● ● ● ● 

 ・電子文字掲示板や、聴覚障がい者
用モニター等非常時における聴覚
障がい者への配慮を行う。 

I 乗降ロビーには、到着するかごの昇
降方向を表示する装置を設けること。 ● ● ● ●   

手すりの設置 
J かご内には、両側に手すりを設ける

こと。 
● ● ● ● 

高齢者等に配慮した対応で
ある。 
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■エレベーター 
■平面図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■エレベーター出入口（乗り場）                   ■かご内の断面図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■エレベーター案内表示の例 
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構  造 必要項目 解  説 望ましい整備 ①②③④
鏡の設置 
K かご内には、かご及び昇降路の出入

口の戸の開閉状況を確認することがで
きる鏡を設けること。ただし、かごの
出入口が複数あり、車いす使用者が円
滑に乗降できる構造のもの(開閉する
かごの出入口を音声により知らせる設
備が設けられているものに限る。)を
除く。 

● ● ● ● 

かご内で同乗者が多く、車
いす使用者が転回できない場
合には、後進で降りることを
配慮して、かご入口正面に後
方確認用の鏡(ステンレス製
又は安全ガラス等)等を設け
ることが必要である。 

鏡下端高さは 40cm 程度と
する。 
 

 
 

音声装置 
L かご内には、到着階、かご及び昇降

路の出入口の戸の閉鎖を音声により知
らせる装置を設けること。 

● ● ● ● 

  

視覚障がい者対応の制御装置 
M かご内及び乗降ロビーに設ける制御

装置(G の装置とその他の位置に制御
装置を設ける場合は、G の装置以外に
設けるものに限る。)は、点字による
表示等視覚障がい者が容易に操作がで
きる構造とすること。 

● 
※  ● 

※  

  

音声装置 
N かご内又は乗降ロビーには、到着す

るかごの昇降方向を知らせる音声装置
を設けること。 

● ● ● ● 

  

視覚障害者誘導用ブロック 
O 乗降ロビーには、M の制御装置の位

置を知らせる視覚障害者誘導用プロツ
クを敷設すること。 

● 
※  ● 

※  

  

かごの大きさ 
P かごの大きさは、障がい者、高齢者

等が利用しやすい大きさとすること。 
  ● ● 

 ・①、③は、奥行きを 135cm 以上
とする。 

※不特定多数の者が利用し、又は主に視覚障がい者が利用するエレベーターに整備。 
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■エレベーター 操作盤 
■縦型操作盤                 ■車いす使用者対応主操作盤 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                ■車いす使用者対応副操作盤 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■階数ボタン                ■シンボルマーク及び注意銘板の例 
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(7)階段 

階段は高齢者、杖使用、視覚障がい者等の昇降にとって大きな負担になるとともに、転落等の事故の危険
性が高いところであり、また、避難にも利用するため安全に対する十分な配慮が必要である。 

整備項目 整備基準 解  説 望ましい整備 
(1)階段の一般基準 

(規則別表 21 建
築物の表２の項) 

多数の者が利用し、又は主に障が
い者、高齢者等が利用する階段は、
次の構造とする。 

 避難のみに使用する階段、直
接地上に出ることができる階
段は対象外とする。 

 

手すりの設置 ア 段がある部分には両側に手す
りを設け、踊場には必要に応じ
て手すりを設けること。 

階段の昇降を安全に行うため
の措置である。必要に応じてと
は、高齢者の使用割合が高いな
ど、使用者の状況などでより安
全性を期する場合である。手す
りは、利き手や左右の半身まひ
などを考慮し、段の両側に連続
して設置しなければならない。 

・段と踊場に連続して設置
する。 

・外形 4cm 程度の握りや
すいものとする。 

・壁とのすきまは 5cm 程
度とする。 

・点字により、現在位置を
表示すること。 

・端部、踊場などの水平部
は 30～45cm 以上手す
りを延⾧する。 

・手すりの取り付け高さは
75～85cm 程度とし、子
どもの利用を考慮して
60～65cm 程度のものを
併設する。 
 

 イ 手すりを設ける場合には、端
部が突出しない構造とし、不特
定多数の者が利用し、又は主に
視覚障がい者が利用するものに
ついては、必要に応じ、端部付
近や必要な箇所に誘導のための
点字表示を行うこと。 

不特定多数の人や視覚障がい
者が利用する施設では、手すり
が誘導する方向等を点字により
表示するなど配慮すること。 
 

表面の仕上げ ウ 表面は、粗面とし、又は滑りに
くい材料で仕上げる。 

   

踏面、けあげの仕様 エ 踏面の端部とその周囲の部分と
の色の明度の差を大きくする等、
段を容易に識別できるものとする
こと。 

オ 段鼻の突き出しをなくす等、つ
まずきにくい構造とすること。 

 弱視者など視覚障がい者に
配慮した対応である。 
 けこみ板がないなど足がひっ
かかりやすい構造は避ける。 
 つまづきにくい構造とは、色
分け、ノンスリップ、けこみ２
cm 以下である。 
 段鼻に滑り止めを設ける。 

 

視覚障害者誘導用ブ
ロックの敷設 

カ 段がある部分の上端及び下端
に接する踊場の部分（不特定多
数の者が利用し、又は主に視覚
障がい者が利用するものに限
る。)には、視覚障害者誘導用ブ
ロックを敷設すること。ただ
し、次の場合を除く。 

点状ブロックにより、段の存
在を警告する。 
 

 

(視覚障害者誘導用ブ
ロックの敷設の緩和) 

(ア) 主として自動車の駐車の
用に供する施設に設ける
階段の踊場 

(イ) 段がある部分と連続して
手すりを設ける踊場 

視覚障がい者の安全な利用に
配慮した対応である。 
 

 

回り段の禁止 キ 主たる階段は、回り階段でな
いこと。 

高齢者等にとって一つの路面
で内側と外側の寸法が異なる回
り段のある階段は危険であると
ともに、視覚障がい者が方向感
覚を失いやすく、段を踏み外す
危険がある。 

・回り段を設ける場合 
は、踏面の最小寸法を
30cm 以上とする。 

縁端の構造 
 
 

ク 縁端には、壁又は杖の脱落を
防止するために必要な立ち上が
りを設けること。 

松葉杖を落とさないなどの
安全上の配慮から設けること
が必要である。 
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整備項目 整備基準 解  説 望ましい整備 
  側面の手すり等では、杖が

落下しないよう、階段の側桁
又は地覆を 5cm 以上、立ち上
げる。 

 

 ケ 段の幅、けあげ及び踏面並び
に踊場の幅は、障がい者、高齢
者等が円滑に昇降できるものと
すること。 

「円滑に昇降できるもの」と
は、以下をいう。 

・踏面 26 ㎝以上 
・けあげ 16 ㎝以下 
・けこみ２㎝以下 
・幅 120 ㎝以上 
有効幅員は、手すりが設けら

れた場合にあっては、手すりの
幅が 10cm を限度として、ない
ものとみなして算定することが
できる。 

・踏面 30cm 以上、けあ
げ 15cm 以下とする。 

・有効幅員は、杖使用者
に配慮し、140cm 以上
とする。 

その他   ・照明は、安全な昇降に
配慮し、できるだけ足
元まで明るくする。 

(2)利用円滑化経路上
の段差の解消 

  （規則別表 21 建
築物の表７の項第
２号ア) 

利用円滑化経路上に階段又は段を
設けないこと。ただし、傾斜路又は
エレベーターその他の昇降機を併設
する場合を除く。 

必要に応じて段差解消機を
設置する。 
 

 

 
■階段の構造 
■各部の整備例 
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■階段形式の例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■壁面の設置例                   ■手すりの端部と点字表示 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■段差解消機の設置例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

斜向型段差解消機                鉛直型段差解消機 
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(8)便所（客室に設けるものを除く。）（規則別表 2 1 建築物の表４の項） 

利用者の利用に供する便所を設ける場合は、車いす使用者等が円滑に利用できるようにする。 
整備項目 整備基準 解  説 望ましい整備 

(1)便所の構造 
 

(1) 多数の者が利用し、又は主に障が
い者、高齢者等が利用する便所を設
ける場合には、そのうち 1 以上を次
の構造とする。 

  

車いす使用者用便房
の数 

ア 便所(男子用及び女子用の区別が
あるときは、それぞれの便所。以
下（1）において同じ。)内に、車
いす使用者が円滑に利用できる便
房（車いす使用者用便房）を１以
上設けること。 

イ 便所内に、人工肛門又は人工ぼ
うこうを使用している者がパウチ
やしびんの洗浄ができる水洗装置
を備えた便房を１以上設けること
（床面積の合計が2,000㎡未満の
ものを除く。）。 

構造は(2)を参照。 
 
 
 
 
 

人工肛門、人口ぼうこう保
有者(オストメイト)の方が、
パウチ(便や尿をためておく
ために装着する袋)や汚れ
物、汚れた衣服を洗浄する 
設備（温水が出るシャワー
等）を設けることが必要であ
る。 

便器は、腰掛便座とし、床
置式便器又は壁掛式便器とす
る。 

床面積合計 500 ㎡未満の
建築物では、簡易型オストメ
イト用設備を可とする。 

 

・不特定多数の人が利用する便
所を設ける階には、車いす使
用者用便房を 1 以上設置す
る。 

 
 
・汚物流しの高さが調節できる

ようにする。 
・便房内に手荷物を置く台、フ

ックを設ける。 

出入口の表示 ウ 便所の出入口又はその付近に、
車いす使用者用便房が設けられて
いる旨を見やすい方法により表示
すること。 

 

・車いす使用者用便房は、車
いす使用者のみでなく、高齢
者、妊婦、乳幼児を連れた保
護者等誰もが利用しやすいも
のであり、便房の出入口付近
にはその旨を表示する。 
 

・出入口表示は、通路の離れたと 
ころから見やすいようにする。 

・多数の視覚障がい者が利用する 
施設の便所では、男子用・女子 
用・多機能の位置を音声で案内 
する。 

・掲出高さは、視点からの見上
げ角度が小さく、かつ目線の
低い車いす使用者にも見やす
い高さとする。 

床面の設計 エ 便所内に段を設けないこと。 
オ 床面は、粗面とし、又はぬれても

滑りにくい材料で仕上げること。 

   

(2)車いす使用者用
便房の構造 

(2) (1)アの車いす使用者用便房は、次
の構造とする。 

  

腰掛便座の設計 ア 腰掛便座の両側に手すりを設け
ること。 

イ 腰掛便座は、できる限り前方及
び両側から移乗しやすい位置に設
けること。 

便房の設置位置は、出入 
口から便座の前方、又は側
方に進入できる配置とす
る。 

手すりは、利き手や片側に
まひがある人などを考慮し、
便座の両側に水平・垂直に設
置し、左右どちらからでも移
乗できるように空間を確保す
る必要がある。 
 

・座面の高さは、40～45cm 程
度とする。 

・水平手すりの高さは 65～
70cm 程度とする。 

・出入口付近で、かつ便器まで
直進できる位置に設ける。 

・複数の車椅子使用便房を近 
傍に設ける場合は、車いす使
用者が便房へのアプローチや
移乗方法を選択できるよう、
便器を左右対称に設ける。 

・便器横の移乗スペースは、 
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整備項目 整備基準 解説 望ましい整備 
   80cｍ以上確保する。 

・手すりの間隔は、70～ 
75cm とする。 

便房内の空間 ウ 車いす使用者が円滑に利用でき
る十分な空間を確保すること。 

ただし、床面積の合計が500㎡未満 
である建築物に設けるものにあって 
は、車いす使用者が円滑に利用でき 
る空間が確保されていること。 

最低限、車いすが転回でき
る径 150cm 以上を確保する
こと。 

床面積 2,000 ㎡以上の建
築物では、電動式車いすが転
回できる径 180cm 以上を確
保すること。 

・便房の広さは 220cm 四方程
度とする。 

・径 180cm 以上を確保する。 

洗浄装置の構造 エ 洗浄装置は、靴べら式、光感知
式その他の操作が容易なものとす
ること。 

 ・不特定多数の人が利用する 
施設では、洗浄装置を視覚障 
がい者が探しやすい位置に設 
置し、操作が分かりやすいも 
のにするなどの配慮が必要。 
また、同一建築物内では、同 
一仕様の洗浄装置とすること。 

・腰掛けたまま操作できる位置
で、両側に設ける。 

・洗浄ボタンと非常呼び出し 
ボタンが区別しやすいように 
位置を離したり、配色を工夫 
する。 

・洗浄装置の表示板などで 
は、点字や浮彫り文字、触覚 
記号等による表示を行う。 

非常警報装置の設置 オ 車いす使用者用便房を管理する
者又はその従業員に通じる非常用
の呼出装置を設けること。 

 ・転倒した場合にも利用できる
位置に設置する。 

・「転倒した場合にも利用で 
きる位置」とは、床から 
30cm 程度 

・非常警報装置の点滅ライト 
が見えやすい、背景の色を考 
慮する。 

その他の設備 カ 荷物台が適切に配置されている 
こと。ただし、床面積の合計が 
500㎡未満である建築物に設ける 
ものにあっては、この限りでな 
い。 

 
キ 出入口の戸には、施錠及び開錠

が容易な施錠装置を設けること。 

荷物台または、手荷物をか
けるフックを、車いすの支障
とならず、かつ手の届くとこ
ろに設ける。 

 
 
 
 

 
サニタリーボックス（汚物

入れ）は手の届く範囲に一般
より大きいものを設ける。 
 

・便房内に手洗い器を設ける。 
・ペーパーホルダーは便器の両側

に設置する。 
・手が不自由、又はペーパーでは

不十分な病状の人のため、温水
洗浄器を設置する。 

・サニタリーボックス（汚物 
入れ）は車いす使用者便房に限 
らず、一般の男性用便所にも 
設ける。 

・多機能便房内には、音声案 
内を設ける。 

・便房の戸には、使用中か否 
かを大きく分かりやすく表示 
する。 

・車いす使用者用便房では、 
排泄介助が必要な障害のあ 
る児童、成人等の脱衣等に使 
う大型ベッド（ユニバーサル 
シート）を設ける。 
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■便房の例１（車いす使用者が利用できる十分な空間の確保）    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■床面積 2,000 ㎡以上の建築物 
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■便房の例２（車いす使用者が利用できる空間の確保） 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■便所                                    ■フラッシュバルブの例 
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■オストメイト対応の例 
 
 
 

■汚物流し（オストメイトに配慮した設備）の例    ■オストメイト用簡易型便房の例 
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■便所のサインの例 （日本産業規格 JIS Z 8210）        

■個別機能を備えた便房の表示例（車いす使用者用便房） 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

＜2019 年 7 月廃止＞ 
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整備項目 整備基準 解  説 のぞましい整備 
(3)男子用小便器の

構造 
(3) 多数の者が利用し、又は主に障が

い者、高齢者等が利用する男子用小
便器のある便所を設ける場合には、
その 1 以上に、手すりが適切に配置
された床置式の小便器その他これに
類する小便器を 1 以上設けなければ
ならない。 

松葉杖使用者、高齢者等
の利用に配慮し、手すりを
設けることとしている。 

小便器の受け口の高さは
35cm 以下とする。 
 

 

(4)点字等による案
内 

(4) 不特定多数の者が利用し、又は主
に視覚障がい者が利用する便所を設
ける場合には、出入口又はその付近
に設けなければならない。 

触知図等により、便所内
の構造を案内すること。 

必要に応じ、点字による
案内設備を設ける。 

 

(5)乳児用いす、乳
児用ベッドの設
置 

(5) 床面積の合計が2,000 ㎡以上の建築
物に不特定多数の者が利用する便所を
設ける場合には、そのうち1 以上（男
子用及び女子用の区別があるときは、
それぞれ1 以上）に、乳児用いす又は
乳児用ベッドを設けること。 

女性用便所だけでなく、男
性用便所にも設けることが必
要である。 

乳児用いすは、便座に座っ
た状態から手が届く範囲、又
は便器の前方の近接した位置
に設ける。 

乳児用ベッド（おむつ交換
台）は、ユニバーサルシート
（大型ベッド）との兼用は不
可である。 

乳児用ベッドは、利用する
方向に応じて適切なスペース
を確保する。 
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■小便器と手すりの設置例                   ■点字案内（触知図）の例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■乳児用ベッド（おむつ交換代）の例              ■乳児用いすの例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※乳児用ベッドは、ユニバーサルシート（大型ベッド）との兼用は不可である。 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜壁・床取り付け方式＞   ＜壁取り付け方式＞ 


